
１　施設の概要

指定期間

２　収支の状況

土佐市宇佐町宇佐及び須崎市浦ノ内下中山（宇佐漁港区域内）

収入計　　（ａ）

指定管理者名

施 設 所 在 地

高知県漁業協同組合

0

収
入

13,905 21,247 21,120

施 設 内 容

管理運営費

収支差額　（ａ）－（ｂ） 9,234

13,905

公の施設の指定管理者における業務状況評価

所管課

4,015

△ 429

支出計　　（ｂ）

職 員 体 制

21,120

0

使用料・手数料

支
出

平成２１年度（決算） 平成２２年度（決算）

－

－県支出金

0

その他

21,12021,676

0－

4,671

※当該施設は平成22年度から指定管理者制度に移行した。
　 平成21年度（県中央西土木事務所直営で実施）の内訳については、下記のとおり。
　・係留施設巡視指導等については、管理委託（4,671千円）により実施した。
　・人件費（中央西土木事務所に担当者を２名を配置し当該業務及び他の漁港管理業務を実施）及び管理委託を除く管理運営
　 費（施設の維持管理経費等）については、平成22年度以降に指定管理業務に移管したものと県直営業務に残ったものの割
　 合を定めることが困難なため、支出に計上していない。
　・使用料収入（13,905千円）には、陸上保管施設に係る収入を含めていない。

0

宇佐漁港プレジャーボート等保管施設

4,671 4,127

0

その他 43

人件費 14,161 13,450

－

3,500

平成２２年　４月　１日 ～ 平成２５年　３月３１日

0

平成23年 7月 5日

事 業 内 容

水産振興部　漁港漁場課

単位：千円

平成２３年度（予算）

施 設 名

　常勤職員：　　３　　人　　　　非常勤職員：　　４　　人　　　　　　　合計：　　７　　人

0 0

21,247

１　施設の利用の許可に関する業務
　　　利用許可、既許可事項の変更許可、許可に関する条件附加、許可の取消し、申請指導等
２　利用料金の収受に関する業務
　　　利用料金の徴収、利用料金の制定、利用料金の減免及び還付
３　施設の維持管理に関する業務
　　　施設の定期的な巡視点検、損傷箇所の修繕又は応急対応、施設周辺の清掃美化等
４　施設の運営管理に関する業務
　　　船舶係留場所の配置選定、陸上保管施設の開閉時間等の調整等
５　県、関係機関、地元漁業者との連絡、調整
　　　放置船の確認、県及び関係機関への連絡、利用者からの苦情処理等

１　施設区分
（１）水域係留施設…施設所在地区名・施設数・係留可能隻数
　　  橋田（２施設５５隻）、新町（５施設１１５隻）、福島（２施設５２隻）、塩浜（６施設２１隻）、
　　　灘（１１施設１２４隻）、井尻（２施設４９隻）、竜（１施設２隻）、荻浜（２施設３０隻）、
　　　宇津賀（２施設９隻）、堂ノ浦（１施設１０隻）、入戸（１施設８隻）、白鷺（１施設４隻）
　　　計１２地区、３６施設、４７９隻
（２）陸上保管施設…施設所在地区名・施設数・保管可能隻数
　　　橋田（１施設１００隻）

２　利用料金区分…月額
（１）水域係留施設
　①係船環Ａ（２１施設）　船長６ｍ未満…２，７２５円　　船長６ｍ以上…３，３２５円
　②係船環Ｂ（　８施設）　船長６ｍ未満…１，７２５円　　船長６ｍ以上…２，１２５円
　③係船環Ｃ（　５施設）　船長６ｍ未満…　　５００円　　船長６ｍ以上…　　６００円
　④浮き桟橋（　２施設）　船長６ｍ未満…３，７２５円　　船長６ｍ以上…４，３２５円
（２）陸上保管施設
　①船舶保管施設（１施設）…１隻の船長１フィートあたり…５１０円
※当該利用料金額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。
　 １月未満及び１フィート未満の端数については、１月及び１フィートとして計算する。

県への納付金 － 3,500

事業費
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※

　係留船舶の減少により利用料金収入が当初の事業計画を下回ったこと、又、指定
管理の初年度であるため投資的経費が増大したこと、一方、投資的経費以外の管理
運営費の節減に務めたことにより、収支は△４２９千円となった。

451

○ 窓口による要望苦情等の受付

②利用者意見等の反映 ○ その他

４　平成２２年度業務評価

状　　　況　　　説　　　明項　　　　　　　目

Ａ：仕様書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われたもの
Ｂ：おおむね仕様書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われたもの
Ｃ：仕様書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要なもの
Ｄ：管理運営が適切に行われたとは認められず、大いに改善を要するもの

【評価の目安】

　平成２２年度は指定管理者制度導入の初年度であったが、現場対応等において
は、地元漁協としての強みを活かし、仕様書どおりの業務遂行ができていた。
　指定管理者の収入は利用料金収入のみであり、県は管理代行料を支出していな
い。又、当指定管理施設は、指定管理者が県へ納付金を納入する県内で唯一の施
設であり、指定管理者は、基本協定書の規定どおり平成２２年度納付金３，５００千円
を期限内に納入している。
　ただし、利用料金の年度内完納を達成できておらず、又、利用料金収入が減少傾
向にあるので、適切な使用料徴収に加え、今後は、利用料金収入増加のための方策
の検討を要請する。

③その他特記事項

　水域係留については、平成２１年度（指定管理者制度導入前）までの利用者で２２
年度の許可更新を行わなかったものが２１隻発生し、その後も利用廃止が新規許可
申請を上回ったため、２１年度末の４１９隻から２５隻減少して、２２年度末は３９４隻と
なった。
　陸上保管施設については、２１年度末の５９隻から１隻減少して、２２年度末は５８
隻となった。

①年間利用船舶数
 (年度末許可隻数)

　係留の募集は特に行っていない。係留希望者の漁協事務所への訪問又は電話に
対応している。（船舶の大きさ等によっては係留施設が空いていても希望する場所に
係留できないケースがあり、空き情報の周知ではなく個別の問い合わせに具体的に
答える方法で対応している。）

　陸上保管施設において、利用者への継続申請書提出の指導に遅延が見られ、徴
収の遅延にも繋がった。又、平成２３年３月末時点で、水域係留施設５隻、陸上保管
施設４隻の利用料金未収が残っていた。２３年度は、利用料金の早期徴収と未納を
発生させないための取組が必要。
　許可書等の受理に関して受付印を押印すること、コピーを取ること等、モニタリング
時の指示を適切に実行している。
　当該指定管理業務を主に行う経理職員を漁協事務所内に配置し、許可書発行等
の作業時は複数の職員で対応するなど、適切な業務実施体制としている。
　個人情報の保護に関して、ＵＳＢ等の保管には施錠が必要であるとモニタリング時
に指摘したが、その後は適正な取扱いができている。

平成２１年度（実績）

　施設の定期的な巡視点検、損傷箇所の修繕又は応急対応、施設周辺の清掃美
化、係留（保管）場所の配置選定、陸上保管施設の運営などの業務が概ね達成でき
ている。
　利用料金については、高知県漁港管理条例で規定している額（県直営係留施設の
利用料金）よりも低額に設定し、利用者サービスに努めている。

　橋田地区の陸上保管施設に職員を配置し利用者に対応している。
　水域の各係留施設についても、職員が巡回又は清掃する際に要望苦情等の受付
が可能となっている。
　又、施設の確認が急遽必要になった場合でも、事務所が宇佐漁港区域内にあるた
め、職員による早急な確認が可能となっている。

①適正な管理運営の確
保

419 452

④収支の状況

総合評価

②利用者サービスの維
持向上

③利用実績

Ｂ

　高知県漁協宇佐統括支所の一般受付窓口が宇佐漁港プレジャーボート等保管施
設に関する業務の受付窓口を兼ねており、日頃のやりとりの中で、指定管理業務に
関する要望苦情等を受け付け、改善可能な案件には対応している。

平成２２年度（実績） 平成２３年度（目標）

３ 利用状況

平成21年度まで県（中央西土木事務所）直営により業務を実施した。同年度の年間利用船舶数には、陸上保管施設の船舶
を含めていない。
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